
 

日医発第 1259 号（健Ⅰ） 
令和 6 年 10 月 18 日 

都道府県医師会  
産業保健担当理事 殿 
 

日本医師会常任理事 
                            松 岡 か お り 

                        （公印省略） 

 
令和 6 年度「母性健康管理等推進事業」（厚生労働省委託事業） 

における作成資料について（周知依頼） 
 

厚生労働省では、働く女性が安心して妊娠・出産できる母性健康管理等推進

事業を進めております。その一環として、職場における母性健康管理の動向、留

意点などについて解説する「母性健康管理研修会」（厚生労働省委託事業）の開

催（令和 6 年 9 月 9 日付け日医発第 1008 号をご参照）が行われるなど、妊娠

中・出産後の女性が安心して働くための母性健康管理に関する情報提供が行わ

れています。 
この度、厚生労働省からの委託により母性健康管理等推進事業の情報提供を

行っている一般財団法人女性労働協会から本会宛に、働く妊産婦の皆様に母性

健康管理指導事項連絡カード（母健連絡カード）を周知するためのリーフレット

及び専用サイトのチラシの周知依頼がありました。 
特に、リーフレットは産婦人科医が妊産婦の症状に応じた指導をしていただ

く際の参考にしていただけるものとなっております。 
いずれの資料も下記の URL からダウンロードいただけます。 
つきましては、貴会会員に本件の周知方につきまして、ご高配を賜わりますよ

うお願い申し上げます。 
 
 

（資料掲載先） 
厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」内 
妊娠出産・母性健康管理サポート「母性健康管理データ・資料集」 
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/ 
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令和６年９月２７日

公益社団法人日本医師会
会長

　

松本 吉郎 様

一般財団法人女性労働協会

　

会長 岩田 三代

令和６年度「母性健康管理等推進事業」（厚生労働省委託事業）における
作成資料の周知等への協力について （ご依頼）

時下、 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

一般財団法人女性労働協会では、 厚生労働省からの委託により、 働く女性が安心して、

妊娠・出産できるよう、 母性健康管理等に係る各種資料の作成及び厚生労働省の専用サイ

ト「働く女性の心とからだの応援サイト」 における情報提供を行っております。

この度、働く妊産婦の皆様に母性健康管理指導事項連絡カードを周知するためのリーフ

レット及び専用サイトの周知用チラシを作成いたしましたので、下記のとおりお送りいた

します。

ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、 貴会会員の皆様への周知にご協力を賜りますよ

う、 お願い申し上げます。

特に、 リーフレットは、 当カードの使い方をご紹介するとともにカードを添付したもの

であり、 産婦人科医の皆様には、 妊産婦の症状に応じた指導をしていただく際の参考にし

ていただけるものとなっていますので、 ご活用いただけると幸いです。

なお、 いずれの資料も当サイト内の 「母性健康管理データ・資料集」 ページからダウン

ロードいただけますので、 当サイトのリンクにもご協力をお願い申し上げます。

記

＜送付資料＞

１ 「母健連絡カードを活用しましょう！」 リ ーフレッ ト）

　

１０部

２ 「働く女性の心とからだの応援サイト」（チラシ） １０部

◆厚生労働省 「働く女性の心とからだの応援サイト」 内 回、α結｛回回霜α鰯雲
　　　　

　

　　　
　　　　

回転ー ，．

妊娠出産・母性健康管理サポート 「母性健康管理データ．資料集」
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つわり などで 満員電車での通勤が困難だっ たり 、出産後も 長時間の立作業がつら い場合があり ます。

そのよう なと き は、無理や我慢を せず、気軽に主治医の産婦人科医や助産師さ んに相談し てみまし ょう 。

職場で 症状に応じ た措置を 講じ るよう 、「 母性健康管理指導事項連絡カ ード（ 母健連絡カ ード ）」を 書いても らう こ と ができ ます。

母健連絡カ ード は、男女雇用機会均等法に基づき 、利用を 勧めている も のです。
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妊娠中・

出産後も

安心し て

働く ために
母健連絡カード を 活用し ましょう！

（ 母性健康管理指導事項連絡カ ード ）

妊娠中・ 出産後の症状で、仕事に影響があり ますか？

医師等の指導に基づき 、職場で必要な 措置を 講じ ても らう こと ができます

● 時差通勤

● 勤務時間の短縮

● 交通手段・ 通勤経路の変更

● 休憩時間の延長

● 休憩回数の増加

● 休憩時間帯の変更

● 作業の制限

● 勤務時間の短縮

● 休業

● 作業環境の変更
等等等

通勤緩和 休憩
妊娠中または出産後の

症状等に対応する措置

妊婦・ 産婦さ んが使える制度　 ※主治医等から の指導がなく ても 請求できます。

● 産前休業、産後休業　● 他の軽易な 業務への転換（ 妊婦のみ）　● 妊産婦等の危険有害業務の就業制限　

● 変形労働の適用制限、時間外、休日労働、深夜業の制限　 等　

　 　 　 　 　 働く 女性の心と から だの応援サイト（ 厚生労働省）　 h t tp s ://w w w .b o s e i-n a v i.m h lw .g o .jp /ind e x _ bo s e i.h tm l対象や内容など詳細はこちら

■事業主は、主治医等から の指導があった場合、指導内容に基づき 、

　 必要な措置を 講じ なければなり ません。
   （ 男女雇用機会均等法第1 3 条第1 項）

■事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を 受診するために

　 必要な時間を 確保すること ができるよう にし なければなり ません。
   （ 男女雇用機会均等法第1 2 条）

母健連絡カード

を活用しましょう

▼サイト

妊娠中・ 出産後におき やすい症状の例

足がむく み、立ち 作業が
続けら れない

お腹が張ったり 、痛んだり するつ わり がつら い

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/index_bosei.html


母健連絡カ ード は、多く の母子手帳にも 掲載さ れています。

厚生労働省のホームページや「 働く 女性の心と からだの応援サイト 」から も ダウンロード できます。

「 働く 女性の心と から だの応援サイト 」 h ttp s://w w w .b o se i-navi .m h lw .g o .j p /

・ 英語、中国語、ポルト ガル語、ベト ナム語が併記さ れている 母健連絡カ ード も あり ます。

▼  サイト ▼Ｆａｃｅｂｏｏ k

キ
リ
ト
リ

▼  X

母健連絡カード の使い方

母健連絡カード は、妊娠中・ 出産後の女性労働者が主治医等から の指導事項を事業主に伝達するためのツールです。

母健連絡カ ード に関する Q＆A

母健連絡カ ード  使 い方の流れ

妊娠中または出産後の女性労働者

が健康診査等を受診し ます。

1 健康診査等を 受診

主 治 医 等 が 、健 康 診 査 等 の 結

果 、通 勤緩 和や勤 務時 間短縮等

の措置が必要であると 判断し た場

合、「 母健連絡カード 」に 必 要な 事

項を 記載し て 女性労働者に 渡し

ます。

2
母健連絡カ ード

を 記載

女性労働者は、「 母健連絡カ ード 」

を事業主に提出して、措置を申し 出

ます。

3 カ ード を 提出する

事 業主は、「 母 健連 絡カ ード 」の

記載事項に従い、通勤緩和や勤務

時間短縮等の措置を 講じ ます。

4
申出に基づき 、

措置を 講じ る

男女雇用機会均等法では、妊娠中及び出産後の措置を求めたこと による不利益取扱いを 禁止しています。

また、事業主に、妊娠・ 出産等に関するハラスメ ント 対策を 講じ るよう 定めています。事業主から 不利益取扱いを 受けた場合、ハラスメ ント

対策については、都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）へご相談く ださ い。

都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）

h t t p s ://w w w .m h lw . g o . jp /k o u s e iro u d o u s h o u /s h o za ia n n a i/ro u d o u k yo k u /in d e x .h t m l

A .

母性健康管理に関する措置（ 健康診査等を 受けるために必要な時間の確保、指導事項を 守ること ができるよう にするための措

置）は、女性労働者から の申出により 利用できるよう になっています。主治医等と 相談し ながら 、適切な健康管理を 行っていく

こと が大切です。主治医等から 指導を 受けた際は、いつでも 母健連絡カ ード を 利用し て事業主に申し 出ましょう 。なお、母健連

絡カ ード は、措置が必要な間は何度でも 提出すること ができます。

A .

Q . 母健連絡カ ード で申請すればいつでも 対応し ても ら える のでしょう か？

事業主は医師の指示に基づく 措置を 講じ なければなら ないので、こ のよう な場合は、都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）に

相談し ましょう 。雇用環境・ 均等部（ 室）は厚生労働省の地方機関です。

法違反がある場合は行政指導、また、事業主と 労働者の紛争を 解決するために援助や調停を 行っています。

A .

Q . 母健連絡カ ード を 会社に提出し まし たが、措置を 講じ ても ら えません。どう し たら 良いでし ょう か。

Q . パート ですが、母健連絡カ ード を 提出できますか？

母性健康管理に関する措置は、就業形態を問わず、パート タ イム労働者、派遣労働者、有期契約労働者や日々雇用さ れる者等に

ついても 対象です。なお、派遣労働者は、派遣元、派遣先いずれの事業主についても 母性健康管理の措置義務があります。

主治医等 （ 産婦人科医、助産師） 事業主 （ 人事労務担当者、管理者、産業医）

妊娠中・ 出産後の女性労働者

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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▶ 職場の女性が妊娠したら？

　 知っておく べき法律や制度を詳しく ご紹介

▶ すべての社員に女性の健康課題と 職場での対応

　 に関する知識を持ってもらいたい！

　 健康課題に関する研修動画が視聴できます

▶ ほかの会社はどう してる？

　 業種、規模、地域、さ まざまな事例をご紹介

く 女性の心とからだの応援サイト働
人事労務担当者、働く 女性、産業医、産婦人科医、産業保健スタッフなどの方へ

働く 女性の方へ人事労務担当、産業医などの方へ

▶ 妊娠しても 仕事を続けら れる？

　 働く 女性の妊娠・ 出産を支援する法律や制度

　 を詳しく ご紹介

▶ 心当たり のある症状は？

　 ライフステージごとの女性特有の健康課題に

　 応じたコラムやQ& A等をご用意

▶ いつから 、産休が取れる？

　 自動計算できます

女性が健康でいきいきと 働き続けるために必要な情報や、

妊娠中・ 出産後の女性が安心して働く ための母性健康管理に関する情報を紹介しています。

▼  サイト ▼  X ▼  Ｆ ａ ｃ ｅ ｂ ｏ ｏ k
厚生労働省

働く 女性の心と から だの応援サイト  　
h t tp s ://w w w .b o s e i-n a v i .m h lw .g o . j p /

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/


企業ご 担当者、 働く 女性などそ れぞれの方に向けて

働く 女性の心とからだを応援・ サポート するコンテンツ

働く 女性の健康について

母性健康管理等について

企業のご担当者が社内制度を 整備する際の情報や、働く 女性が妊娠し た際に知っておきたい情報など、

母性健康管理についての法律や制度について分かり やすく 解説しています。

● 母性健康管理措置、母性保護規定の説明

● Q& A、用語辞典　 など

● 母健連絡カード の使用方法

● 母健連絡カード のダウンロード

● 月経・ 更年期・ メ ンタルヘルス

● 妊娠、出産　 など

● 生理休暇の取得向上を実現した取組事例

● 誰もが健康に働く ための取組事例　 など

女性が健康でいきいきと 働き続けるためには、女性だけでなく 、職場全体での理解・ 支援が欠かせません。

企業ご担当者、働く 女性双方の目線で、健康管理に関する課題等について紹介しています。

ライフステージごと の健康課題 企業の取組事例

母性健康管理等の法律・ 制度 母性健康管理指導事項連絡カード

ほかの会社の取り 組みを知り たい！

母健連絡カ ード 、どう やって使う の？

最近気になる
症状があるんだけど…

1

健康診査等を 受診する 。

2

母健連絡カ ード を

発行する 。
仕事を 続ける上で必要な措置を

指導事項として記入します

4

申出に基づき 、

措置を 講じ る 。

3

母健連絡カ ード を 提出し 、

必要な 措置を申し 出る 。

働く 女性の妊娠・出産に関する法律って何があるの？

メ ールで相談できます

「 職場で妊娠し た人がいます。どのよう な配慮をし たら良いの？」

「 つわり でよく 休む社員がいます。仕事の分担について、どう 対応し たら良いの？」

母性健康管理に関するお悩みに医師や社会保険労務士などの専門家がメ ールでお答えします。

企業のご担当者の方も、産業保健スタッフ、妊娠中の働く 女性の方も、お気軽にご相談下さ い。

ご相談は

こちら から

主治医等 （ 産婦人科医、助産師） 事業主 （ 人事労務担当者、管理者、産業医）

妊娠中・ 出産後の女性労働者


